
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　都市局 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課　　　（電話番号　953－4691）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

 

　  本施設のエスカレーターは、東芝エレベータ株式会社が製造者であり遠隔監視装置を備え、エスカレーターの運行状
況、異常発生時の状況のみならず、その他機器装置のメンテナンスに必要なデータを、電話回線を通じて上記業者の監視
センターに自動的に送信している。監視センターにおいては、故障発生時にそれらのデータの自動通報を受け、直ちに技
術員が現場に急行することとしている。
　システムにおいて、運行状況や異常状況の信号及びメンテナンス用信号は、遠隔監視装置でデジタル信号に変換される
が、その信号は上記業者独自のものであって、その送信及び受信にはそれぞれ独自のソフトウェアを使用して、独自の通
信手順でデータの処理及び送受信がおこなわれている。上記業者以外ではこれらのソフトウェアのノウハウがないので
データーの受信が不可能であり、それらがスムーズに行わなければ機器運転における安全性に支障が出ることとなる。
　よって上記業者と随意契約を締結するものとする。

　令和７年度小野柄歩道橋エスカレーター保守点検監視業務

　東芝エレベータ株式会社
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